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公共調達の適正化

政府の契約は競争入札が原則で

あり、随意契約は例外。

中小企業対策
国等は、毎年閣議決定される「中小企業者に関する国等の契約の方針」に基づき、中小企業者の受注機会の増大のための措置を講
じなければならない。

地産地消

国内の地域で生産された農林水

産物を、その生産された地域内

において消費する取組であり、

食料自給率の向上と食料の安定

供給の確保、直売所や加工の取

組などを通じての６次産業化に

もつながるもの。
調達の効率化

一括調達等によるコスト削減

予算上の制約

一日あたり８７４円

※地方自治体、ＪＡ、一般企業など
が主な活動主体

〈制約〉
〈配慮〉

地域コミュニティーとの連携（地元調達の推進）(1/2)

例：給食食材調達に対する取組の現状

駐屯地・基地を安定的に運営していく上で、地元経済への貢献も含め、地域との調和を図ることが不可欠である。こうした観点から、地

元調達に関する検討を促進するとともに、地元中小企業に配慮した調達の方策について検討を深化する。

「公共調達の適正化について」（平成１８年８月財務大臣通知）における競
争性及び透明性の確保という観点から、仕様書に「地場農産物に限る」などの
特定の条件を付すことは出来ないことや、一日あたり８７４円という予算上の
制約があるものの、以下のような施策を実施し、取り組んでいる。

○ 駐屯地・基地毎、品目毎、１ヶ月毎の小規模な調達の実施。
・駐屯地・基地毎に地域に密着した調達を実施。
・複数の企業が参入できるよう品目毎に契約相手方を決定し、受注機会を拡大
（分離・分割発注の実施、一般競争契約（単価契約））

・基本的に生鮮食品は１ヶ月毎、耐久性食品（乾麺、調味料等）は３ヶ月毎に
調達を実施。

・旬を踏まえた効率的な調達を実施（旬のものは栄養価も高く安価）

○ 地元食文化への関心を深めたり、地産地消の観点から、「ご当地献立」の取
り入れ（月１、２回から年数回実施）。

風評被害対策

復興推進会議における総理指示

を受け、被災地産の食料等の積

極的な利用拡大の推進が求めら

れている。

防衛計画の大綱 ：駐屯地・基地等の運営にあたっては、地元経済への寄与に配慮
中期防衛力整備計画：中小企業者に関する国等の契約の方針を踏まえ、効率性にも配慮しつつ、地元中小企業の受注機会の確保を図るなど、

地元経済に寄与する各種施策を推進

防衛計画の大綱・中期防衛力計画の記述

検討の方向性
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「中小企業者に関する国等の契約の方針」 に基づき取組みに配慮する事項 （案）

○ 「中小企業者に関する国等の契約の方針」の措置のうち、特に、防衛省として取組みに配慮する事項を整理すると、以下のとおり。駐屯
地・基地等に所在する発注機関※１が適切に実施できるように、これらに係る参考となる事例集を整理し、省内に周知するとともに、関係
者に対する教育などの実施により、地元中小企業者の受注機会の確保を図る。

個別発注情報の提供と説明 【2.(2)】 注：【 】は「中小企業者に関する国等の契約の方針」に基づく措置
⇒ 入札・公募の公告場所の拡大（自治体、商工会議所など）及び公告期間の長期設定の実施

官公需に関する相談体制の整備 【2.(4)】
⇒ 契約担当官等を置いている部局ごとに設けられた「官公需相談窓口」の周知と適切な対応

分離・分割発注の推進 【3.(2)】
⇒ 経済合理性、公正性等に反しないように配慮した上で、品目を種類毎に分離するなどの分離・分割発注を実施

④ 調達・契約方法の多様化における中小企業・小規模事業者への配慮 【3.(4)】
⇒ 一括調達又は共同調達を行う場合、地域（ブロック）単位で発注をまとめることにより、経済合理性に留意しつつ、地元中小企業の
受注機会の確保にも配慮

⑤ 同一資格等級区分内の者による競争の確保 【3.(6)】
⇒ 競争入札に際しては、極力同一資格等級区分内の者による競争を確保することにより、地元中小企業の受注機会を確保

中小企業官公需特定品目※２等に係る発注機会の増大 【3.(7)】
⇒ 官公需特定品目については、特に、地元中小企業の影響にも配慮
⇒ 分離・分割発注するものは、少額随契とせずに、同一資格等級区分内の者による一般競争入札を実施

⑦ 地域の中小企業・小規模事業者等の積極活用 【4.(2)】注：地方支分部局等での契約の促進
⇒ 駐屯地・基地等で消費される物件・役務等については、経済合理性に留意しつつ、駐屯地・基地等での調達を促進

⑧ 中小企業者・小規模事業者の適切な評価 【4.(3)】
⇒ 地域への精通度等が契約の円滑かつ効率的な実施の重要な要素となる場合、これを十分考慮し、地域要件を設定※３

地域コミュニティーとの連携（地元調達の推進）(2/2)

※１ 主に、契約に関する事務を行う契約担当官等及び調達要求元である物品管理官を想定。
※２ 織物、外衣・下着類、その他繊維製品、家具、印刷、機械すき和紙、潤滑油、事務用品、台所・食卓用品、再生プラスチック製製品の１０品目が指定されている。
※３ 地域要件の設定については、予決令７３条に基づくものであり、防衛大臣が定める必要がある（要検討）。 ３
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（単位：件、百万円）
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陸上自衛隊における導入検討状況
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調達・契約する単位（24年度） 調達の現状

海自の調達・契約の特性

海上自衛隊における事務用品調達業務の現状

函 館

大 湊

舞 鶴

岩 国

那 覇

鹿 屋
大 村

阪 神
下 関

沖 縄

主要な艦艇部隊所在地（地方総監部所在地）

主要な航空部隊所在地

主要基地隊、分遣隊等所在地

佐世保

八 戸

下 総

館 山

稚 内

奄 美

横須賀

江田島
呉

厚木

対 馬

徳島

木更津

市ヶ谷十条

小 月 小松島
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（単位：件、百万円）

海上自衛隊における事務用品調達実績
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海上自衛隊における導入検討状況
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海上自衛隊における今後の改善策
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航空自衛隊における事務用品調達の現状と今後の対応策
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陸上自衛隊及び海上自衛隊における事務用品調達の今後について (方針)
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○ 「平成２６年度以降に係る防衛計画の大綱について」 （平成２５年１２月１７日国家安全保障会議及び閣
議決定） （抜粋）

Ⅴ 防衛力の能力発揮のための基盤
８ 地域コミュニティーとの連携
（略）
地方によっては、自衛隊の部隊の存在が地域コミュニティーの維持・活性化に大きく貢献し、あるいは、自

衛隊の救難機等による急患輸送が地域医療を支えている場合等が存在することを踏まえ、部隊の改編や
駐屯地・基地等の配置に当たっては、地方公共団体や地元住民の理解を得られるよう、地域の特性に配慮
する。同時に、駐屯地・基地等の運営に当たっては、地元経済への寄与に配慮する。

○ 「中期防衛力整備計画（平成２６年度～平成３０年度）について」（平成２５年１２月１７日国家安全保障会
議及び閣議決定） （抜粋）

Ⅲ 自衛隊の能力等に関する主要事業
３ 防衛力の能力発揮のための基盤
（８）地域コミュニティーとの連携
（略）
地方によっては、自衛隊の部隊の存在が地域コミュニティーの維持・活性化に大きく貢献し、あるいは、
自衛隊の救難機等による急患輸送が地域医療を支えている場合等が存在することを踏まえ、部隊の改編
や駐屯地・基地等の配置・運営に当たっては、地方公共団体や地元住民の理解を得られるよう、地域の特
性に配慮する。その際、中小企業者に関する国等の契約の方針を踏まえ、効率性にも配慮しつつ、地元中
小企業の受注機会の確保を図るなど、地元経済に寄与する各種施策を推進する。

「防衛計画の大綱」及び「中期防衛力整備計画」 （抜粋）
（参考１）
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（参考２）

「平成２５年度中小企業者に関する国等の契約の方針」 （抜粋）

２０

「官公需契約の手引 平成2 5年度版 中小企業庁」 より抜粋



調達要求

調達要求

契約部門
（会計隊）

調達要求部門
（各物別課等）

契約部門
（調達会計部）

調達要求部門
（部隊）

調達要求部門
（造修補給所） 調達要求

契約部門
（総監部）

陸上自衛隊及び海上自衛隊における事務用消耗品等の調達要領 （イメージ）
（参考３）

２１

部隊（※） 請求

請 求部隊（※）

要 望

配 布 調達要求部門
（造修補給所）部隊（※）



事例２ ブロック別（地域別）入札
一括調達する際、納入地域を全国レベルなどの広範囲とした場合、全国に事務所や配送網のある大企業でなければ対応できな

いため、ブロック別（地域別）に分け、当該ブロック単位での一括調達による経費削減を目指すとともに、当該ブロックに所在
するより多くの地元中小企業が競争入札に参加しやすくするもの。過去の実績、事前の調査等により、調達の効率化の視点も踏
まえどのようなブロック単位での調達が最適かを検討する必要がある。
例えば、事務用品の場合、事例１のグループに分けた上で、地域を分割して調達を実施。

こうすることにより、ブロック単位での一括調達による価格競争を行いつつ、その地域に所在する地元中小企業の競争への参
加が期待できるもの。

事例１ グループ別入札

一般競争入札に付す際に商品等を種類ごとにグルーピングし、当該グループごとに落札者を決定する方法。過去の実績、事前
の調査等により、より多くの企業が競争入札に参入しやすくするもの。

例えば、事務用品の場合、以下のようにグループ分けを実施。

こうすることにより、例えば、紙類だけを取扱う中小企業が競争に参加できるとともに、専門業者が競争に参加することで、
中小企業者の受注機会の確保が図れるとともに、価格競争も期待できるもの。

事務用消耗品

ＯＡ関連消耗品

ＰＰＣ用紙

事務用消耗品

ＯＡ関連消耗品

ＰＰＣ用紙

事務用消耗品

◆ 納地
Ａ 駐屯地（弘前）
Ｂ 駐屯地（八戸）
Ｃ 駐屯地（練馬）
Ｄ 駐屯地（富山）
Ｅ 駐屯地

事務用消耗品

◆ 納地
Ａ 駐屯地（弘前）
Ｂ 駐屯地（八戸）

事務用消耗品

◆ 納地
Ｄ 駐屯地（富山）

事務用消耗品
◆ 納地
Ｃ 駐屯地（練馬）・・ ・・

事務用消耗品

◆ 納地
Ｅ 駐屯地

【全国各地の部隊を納地としていたため１者応札となった例】
トナーカートリッジ（数量：7,036個）、シュレッダー（数量：2,890個）の調達

（参考４）

分離・分割発注の例
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事例２ 同一県内、同一市内に所在する駐屯地又は基地の調達

同一県内、同一市内に所在する複数の駐屯地又は基地の調達を、１ヵ所で取りまとめて調達を実施する方法。スケールメリッ
トによる調達の効率化とともに地元中小企業の受注機会の確保にも配慮したもの。

〈それぞれの駐屯地（又は基地）が、個別に調達〉 〈○○駐屯地（又は基地）が、取りまとめて調達〉

○○駐屯地（又は基地）

△△駐屯地（又は基地）

□□駐屯地（又は基地）

○○駐屯地（又は基地）

△△駐屯地（又は基地）

□□駐屯地（又は基地）

事例１ 同一地域に所在する発注機関の調達

同一地域（例えば、市ヶ谷地区）に所在する複数の発注機関の調達を、１ヵ所で取りまとめて調達を実施する方法。スケール
メリットによる調達の効率化とともに地元中小企業の受注機会の確保にも配慮したもの。

〈同一地域に所在する複数の発注機関が、個別に調達〉

内部部局（市ヶ谷）

陸上幕僚監部（市ヶ谷）

〈同一地域に所在する発注機関が、取りまとめて調達〉

内部部局（市ヶ谷）

統合幕僚監部（市ヶ谷）

陸上幕僚監部（市ヶ谷）

海上幕僚監部（市ヶ谷）

統合幕僚監部（市ヶ谷）

・
・
・

海上幕僚監部（市ヶ谷）

・
・
・

（参考５）

適切な地域ブロック単位での一括調達・共同調達の例
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